
中小企業大学校の受講促進助成制度交付要綱 

 

                      （公社）秋田県トラック協会 

 

（目的） 

第１条 トラック運送事業者の経営者、管理者等が中小企業大学校の経営戦略等

の講座を受講することによって、経営基盤のより一層の強化を図ること

を目的に、全日本トラック協会（以下「全ト協」という）と協調し助成

事業を実施する。 

 

（受講対象者） 

第２条 秋田県トラック協会（以下「秋ト協」という）の会員事業者である法定

中小企業者（資本金３億円以下又は常傭従業員３００名以下）の経営者、

後継者及び管理者等とする。 

なお、会員中小企業者をもって構成されるトラック運送事業に係る共同

組織の経営者、管理者等も対象とする。 

 

（対象校他） 

第３条 対象校、対象講座、受講定員、受講手続き等については、全ト協の規定

による。 

 

（受講費の助成） 

第４条 受講料について、受講終了事業者、秋ト協、全ト協が各３分の１の割合

で負担する。 

これにより、秋ト協は受講料の３分の１の金額を助成する。 

 

《附則》 

１．この要綱は平成２０年４月１日から適用する。 

 


